
仕   様   書 

 
 

1 契約件名 

旭川医科大学病院 救急患者受付等業務請負 

 

2 目的 

本院における夜間・休日の救急診療等の受付業務は，患者の皆さまが本院を受診する際の手

続きとして欠くことのできない重要な業務であり，本院の「基本理念」及び「目標」に基づき，

「患者の皆さまの権利と皆さまにお守り頂くべきこと」を尊重しながら，患者の皆さまに信

頼・安心・満足を与えるよう円滑に遂行すること。 

また，大学の窓口としての対応においても同様であること。 

請負者は，この業務が本院の医療業務に極めて大きい影響を及ぼすことを認識し，この仕様

書に基づき，誠意をもって確実に職務を遂行すること。 

 

3 業務場所 

旭川市緑が丘東２条１丁目１番１号 

 

4 業務日数 

１０９６日 

 

5 業務期間 

令和７年４月１日～令和１０年３月３１日 

 

6 業務時間及び人員 

（1）夜間業務 １７時１５分 ～  ８時３０分（休憩１時間を含む） ３名 

（2）休日業務   ８時３０分 ～１７時１５分（休憩４５分を含む） ２名 

（3）令和７年４月２９日，５月５日,５月６日の休日及び令和７年１２月２７日～令和８年

１月４日の休日（土日含む） 

   令和８年４月２９日，令和８年５月４日～５月６日の休日及び令和８年１２月２９日～

令和９年１月３日の休日（土日含む） 

   令和９年４月２９日，５月３日～５月５日の休日及び令和９年１２月２９日～令和１０

年１月３日の休日（土日含む） 

        ８時３０分 ～ １７時１５分（休憩４５分を含む） １名 

 

7 履行場所 

旭川医科大学病院 事務当直室 



8 請負者の条件 

請負者は，５００床以上の病院において，令和２年度以降に継続して３年以上の救急患者受

付等の請負実績を有すること。 

9 従事者の条件 

従事者は，健康かつ明朗快活で節度と良識を兼ね備えた者であり，簡単なパソコン操作ので

きる者であること。 

また，医療機関における安全，感染について基本的な知識を有すること（それに類する研修

を受講していること）。 

10 履行を確認するための届出（各様式任意） 

（1）請負者は，「8 請負者の条件」を証明する書類として，入札日前日１２時００分までに

契約履行証明書を提出すること。ただし他機関の実績を使用する場合とする。 

（2）請負者は，入札日前日１２時００分までに以下の項目について記載した誓約書を提出す

ること。 

(ｱ) 請負業務を誠実に実施すること。 

(ｲ) 請負業務を行う従事者人数について。 

(ｳ) 従事者に対する個人情報の保護に係る事前教育と従事者の個人情報保護関連法令 

及び指針等の遵守について。 

（3）請負者は，落札決定の日から起算して７日以内に，従事者の名簿及び貴社の社員である

ことを証明する書類を発注者に届け出るものとする。 

（4）請負者は，落札決定の日から起算して７日以内に，従事者に対し労働安全衛生法第６６

条に規定される健康診断を行っていることを証明した書類を提出するものとする。 

（5）請負者は，落札決定の日から起算して７日以内に，従事者が医療機関における安全，感

染についての基本的な知識を有することを証明できるもの（それに類する研修を受講した

ことを証明する書類等）を発注者に届け出るものとする。 

（6）請負者は，従事者に異動がある場合，原則として２週間前までに発注者に通知し，承認

を得るものとする。 

ただし，短期間の休暇等によって交代する場合はこの限りではないが，必要最小限に

留めること。 

なお，その場合にあっては事前に名簿等が提出されていなければならない。 

（7）請負者は，一月毎の「勤務予定表」を前月２５日までに経営企画課病院契約係に提出す

ること。 

 

11 業務内容 

(1) 別冊「医療事務当直・管理業務要領」のとおりとする。 

(2) 夜間業務のうち１名は，「時間外の血液製剤・検体搬送業務マニュアル」の 

業務を優先的に行う。 



12 資材等の負担 

業務に要する設備，資材，消耗品は発注者の負担とする。ただし，従事者の着用する被服

及び名札については，請負者の負担とする。 

13 一般事項 

請負者は，従事者に対して常に清潔で衛生的及び病院内に相応しい制服を着用させ，顔写

真入りの名札を明示するとともに身分証明書を携帯させるものとする。 

14 遵守事項 

（1）従事者は，患者，付添者等及び職員に対し，不快な言動，行動は慎むこと。 

（2）従事者は，必要以外の場所に無断で立ち入らないこと。 

（3）従事者は，請負業務の関係書類を紛失，汚損等のないよう注意し，発注者の指定する場

所に保管するものとする。 

（4）従事者は，本院が求める患者サービスを念頭におき，その対応を迅速かつ的確に遂行し，

日々の診療業務に支障を来たすことのないよう十分注意すること。 

(5)従事者は，業務上必要とされる場合以外の不必要な個人情報等の閲覧を行わないこと。 

15 守秘義務 

（1）請負者及び従事者は，業務上知り得た個人情報，業務内容及び患者，職員に関する秘密

を漏らし，又は他の目的に使用及び持ち出してはならない。 

（2）請負者及び従事者は，発注者の承認があるときを除き，業務を処理するために個人情報

が記録された資料等を複写又は複製等行わないこと。 

16 衛生管理体制 

請負者は，従事者の健康，衛生及び風紀等に十分留意するとともに，患者，付添者及び職

員に不快感を与えないように監督する体制を整えておくこと。 

なお，従事者が，細菌等の感染により業務に支障を来たす場合は，直ちに業務の従事を中

止させ，発注者に報告するものとする。 

17 バックアップ体制 

請負者は，従事者が事故，病気又は休暇等により業務に従事できない場合は，直ちに交替

要員を配置する等，業務に支障を来たさぬよう万全な体制を整えておくこと。 

また，交替要員の業務に関する指導は，従事者相互で行うこと。 

18 光熱水料 

業務に必要な光熱水料は，発注者の負担とするが，節約に留意すること。 

19 業務報告 

従事者は，１日の各業務終了後，速やかに，別紙「医療事務宿日直日誌」に必要事項を記

載し，医事課長及び医療支援課長の確認を受けるものとする。 

20 その他 

（1）請負者は，従事者（交替要員を含む）を指揮監督し，必要な教育を行い，円滑に業務を



遂行し，毎日の各業務を完了させるものとする。 

（2）従事者が，故意又は重大な過失により発注者に損害を与えた場合，これに要する費用は

請負者の負担とする。 

（3）請負者は，従事者に対する初任者研修及び通常の研修を適宜実施することとする。 

（4）請負者は，本学主催の各種研修に参加することとする。 

(5) インシデントの発生に関与した場合は，速やかに所掌部署担当者と当該部署に報告し病

院情報管理システムを用いてインシデント登録を行うものとする。 

（6）本仕様書に定めのない事項について，これを定める必要がある場合は，発注者，請負者

間において協議して定めるものとする。 

（7）その他請負業務にあたっては，本学が定めた役務提供契約基準によるほか，不明な点は

発注者の指示によるものとする。 

（8）請負者は，従事者の労務管理及び労務災害等労働関係法令による全ての責任を負うもの

とする。 

（9）この請負契約の期間が満了し次期契約を請け負わない場合は，契約期間が満了するまで

に，業務に支障がない限り次期請負予定者に業務習得の協力をすること。また，現契約期

間内に業務上の必要性により作成した手順書・マニュアル等を次期請負業者に引き継ぐこ

と。なお，現請負者が継続する場合はこの限りでない。 

（10）災害等の被災時においては，受注者のマニュアルに基づいて対応すること。 

（11）災害等を想定した訓練については，業務に支障が無い範囲で協力すること。 



住 所

会 社 名

代 表 者 名 印

　下記業務の請負を契約し，誠実に履行したことを証明してください。

契約期間 契約金額[円]

令和　　年　　月　　日

～

令和　　年　　月　　日

令和　　年　　月　　日

～

令和　　年　　月　　日

令和　　年　　月　　日

～

令和　　年　　月　　日

上記のとおりであることを証明する。

　　　　　 　　　　年　　月　　日

証　明　者

施 設 名

担 当 者 名 印

契約履行証明書

記

業務名



             令和  年  月  日 

 

 

国立大学法人旭川医科大学  殿 

 

 

住  所 

会 社 名 

代表者名            印 

 

 

 

誓   約   書 

 

 

 令和７年２月１４日付け入札公告のありました「旭川医科大学病院 救急患者受付等業

務請負」について、弊社が落札した場合は、契約書及び仕様書に従い、下記により責任を

持って業務を実施することを誓約いたします。 

 

記 

 

・従事者人数は、    人以上で業務を実施いたします。（令和７年４月１日現在） 

 

・ 従事者に対し個人情報の保護に関連する法令・指針について、十分な事前教育を

行い、従事者の全員が個人情報の保護に関連する法令・指針を遵守し業務を実施い

たします。 

 

 

以上 

 



　令和　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日　（　　　　　曜日）

受付時間 ＩＤ-Ｎｏ 病棟ｏｒ救急外来 診療科

：

：

：

：

受付時間

：

：

□　あり □　なし □　あり □　なし

□　あり □　なし □　あり □　なし

□　あり □　なし □　あり □　なし

？救急（番号） 関係部署へ連絡

? 救急（　　　） 済　・　未

? 救急（　　　） 済　・　未

? 救急（　　　） 済　・　未

? 救急（　　　） 済　・　未

? 救急（　　　） 済　・　未

（誤）ＩＤ-Ｎｏ. （誤）生年月日 （正）ＩＤ－Ｎｏ. （正）生年月日

＜裏面につづく＞

【健児ID登録】

※皮膚科オンコール

（誤）患者氏名 （正）患者氏名

その他報告事項：

【患者基本情報の誤り】

　　　-　　　　-

　　　-　　　　-

　　　-　　　　-

　　　-　　　　-

　　　-　　　　-

※患者二重登録の場合は旧ＩＤは使用しない→二重登録の事実を関係部署へ電話連絡後、患者基本情報画面で上書き修正

【火災・盗難・事故等】 【 患 者 と の ﾄ ﾗ ﾌ ﾞ ﾙ 】

健児氏名 ＩＤ-Ｎｏ

　　　　　-　　　　　　　　　　-

　　　　　-　　　　　　　　　　-

有　　　：　　　無

【 ﾀ ﾞ ﾐ ｰ ｶ ﾙ ﾃ の 使 用 】 【患者基本情報の誤り】

【診療部門等とのﾄﾗﾌﾞﾙ】 【 そ の 他 特 記 事 項 】

※上記項目が「あり」の場合は、「その他の報告事項」欄にその内容を記載

【ﾀﾞﾐｰｶﾙﾃの使用】

ﾀﾞﾐｰＩＤ-Ｎｏ． ﾀﾞﾐｰ登録後、氏名・生年月日等判明した事項

有　　　：　　　無

㊞ 血液検体搬送者　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 　　　　　　㊞

【死亡患者状況】

患者氏名 病理解剖の有無

有　　　：　　　無

㊞ ㊞

有　　　：　　　無

医   療   事   務   宿   日   直  日   誌

日　・　宿　　　直者（どちらかに〇印）

㊞ ㊞

医事課長 課長補佐 収納係 診療報酬係
診療情報

管理係
医療支援課長 課長補佐 医療支援係 地域連携係 入院支援係



受付時間 ＩＤ-Ｎｏ 依頼先 搬送先

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

その他：

【時間外の血液製剤・検体搬送業務】　　　　　無　　・　　有　　（　　　　　　　　　　回）

患者氏名 搬送種類　・　個数



動物実験施設 旭岳

病院

旭川医科大学構内図

水槽

旭川空港

ツインハープ橋

国道237号線

外来診療棟

食堂棟

保育園

共用研究棟

(医療情報棟)

MRI－CT

外来診療棟

看護学科棟

講義実習棟

図書館

総合研究棟

センター１

施設

ﾌｧﾐﾘｰﾊｳｽ

センター２

福利施設

実験実習機器

本部管理棟

共通棟A

新病棟

装置棟

弓道場

実験実習機器

中央機械室

臨床講義棟

武道場

玄関棟

体育館

看護師宿舎

物品庫

臨床研究棟

サッカー・ラグビー場

陸上競技場

野球場

体育管理施設

テニスコート

中央診療棟Ａ

特殊診療棟病棟

中央診療棟Ｂ

共通棟B

高エネルギー

図書館
南棟

UP

緑が丘
テラス

大学の森

動物実験施設 黒岳

放射性同位元素
研究施設

処理施設
廃棄物

ドッグファーム



１ 階

防災センター

PS

EP
S

処置室② DS

機械室

男子ロッカー室
配
膳
室

ＥＶ

ＥＶ ＥＶＥＶ P
S

WCWCE
P
S

ネットワーク装置室

PS

EPS

ＥＶＥＶＥＶ ＥＶＥＶ

BC DS PS

エレベータホール･廊下

DS

PS

EPS

入院カルテ庫

救急部
受付

ホール

倉
庫

DS

前室

面談室防災仮眠室監視盤室守衛室

風除室

WCWC

処置室① ＮＳ 看護師室

DS

浴室

観察室①

診察
室②

特別診察室

眼科検査
レーザー室１

遺伝カウン
セリング室

共通相談室

操作室

結石破砕治療室

事務当直室待合室

WC
（障）

汚物
処理

診察
室①

観察室
②

倉庫廊下

機材庫

風除室

システム
サーバー室

コイン
ランドリー

経営企画部
経営企画課
医事課 PS

更衣室

救急
部師
長室

遠
隔
医
療
セ
ン
タ

臨床
講義棟

ＣＴ･Ｍ
ＲＩ

装置棟

中
央
診
療
棟
Ａ

高エネル
ギー施設

中
央
診
療
棟
Ｂ

外 来 棟
玄 関 棟

東  病  棟

特
殊
診
療
棟

西  病  棟

西　　　病　　　棟

搬送室

待合室



２ 階

薬品管理室

PS

EP
S

DS

多目的室

電気室 空調機械室

配
膳
室

ＥＶ

ＥＶ ＥＶＥＶ P
S

WCWCE
P
S

PS

EPS

ＥＶＥＶＥＶ ＥＶＥＶ

BC 搬送室 DS AS

エレベータホール･廊下

技師室

DS

PS

EP
S

BC

中央採血室

皮膚科
レーザー室

相談支援
センター
面談室

注射剤室
分室

当直室

便所

PS

中央診療記録室

ロッカー室

医療支援課

会計・受付

BC

DS

廊下 入
退
院
受
付

（尿一般検査）

生化学検査

便所

機械室

調剤室

調剤室

保管庫 ワゴンプール

西　　　病　　　棟

遠
隔
医
療
セ
ン
タ

臨床
講義棟

ＣＴ･Ｍ
ＲＩ

装置棟

中
央
診
療
棟
Ａ

高エネル
ギー施設

中
央
診
療
棟
Ｂ

外 来 棟
玄 関 棟

東  病  棟

特
殊
診
療
棟

西  病  棟

採尿室 便所

浴
室

注射剤室



 

 

 

 

医療事務当直要領 

 

 

 
令和 7年１月版 
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１．医療事務当直について 

（１）業務開始前の引継ぎ 

当直業務に就く前に、次の関係書類等を担当係より受け取ってください。 

ア．医療事務当直日誌        医療支援課医療支援係 

イ．当直用金庫        医事課収納係 

（つり銭50,000円・祭祀料17,000円×３・関係書類在中） 

ウ．マスターキー        医療支援課内 

エ．当直室の鍵        医療支援課内 

（２）業務終了後の引継ぎ 

当直業務終了後は、速やかに次の関係書類等を担当係に返却又は提出してください。 

この際、引継ぎ事項があれば伝達してください。 

ア．医療事務当直日誌        医事課課長補佐 

イ．当直用金庫及び収納関係書類        医事課収納係 

ウ．救急外来基本カード等外来関係書類        診療報酬係外来担当 

エ．入院関係書類（入院・退院）           入退院受付 

オ．剖検関係書類                  医療支援課地域連携係 

カ．紙カルテ（救急室又は病棟から回収する場合）   中央診療記録室 

キ．マスターキー        医療支援課内 

ク．当直室の鍵        医療支援課内 

（３）当直室に用意されている書類等 

ア．金庫 

当直用金庫及び貴重品等を保管する 

イ．関係書類等 

（ｱ）救急外来基本カード及びホルダー 

（ｲ）診療申込書 

（ｳ）支払誓約書 

（ｴ）債務確認書 

（ｵ）小口現金支出伺い 

（ｶ）外来診療のしおり 

（ｷ）救急患者受付記録票 

＊「入院のしおり」・「入院保証書」は、入退院受付にあります。 
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（４）当直室の寝具について 

当直終了後、使用済のシーツ等をまとめて当直室内回収ＢＯＸに入れてください。業者

が、毎朝回収のうえ洗濯済のものと交換することになっております。



（５）当直室の清掃について 

当直室の清掃は、毎日午後に外注で行っていますが、気持良く業務ができるよう整理整

頓に努めてください。



（６）当直者のＰＨＳについて 

 事務当直者用のＰＨＳ（番号８５３９）があります。 

 従来の電話（３１３９，３１４０）はそのまま使用可能です。部屋を空ける場合は、 

扉を施錠のうえ、必ずＰＨＳを携帯するようお願いします。 
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２．診療の案内 

（１）診療日の案内

ア．診療日：原則月曜～金曜 （毎日診療していない科もあり） 

  ・例外 

精神科神経科は初診予約制です。当日いきなり来院しても受診できません。 

平日に、精神科外来に問い合わせるよう伝えてください。 

 ・完全予約制の曜日を設けている科もあります（外来診療担当医表で確認して下さ

い）。その場合、予約制ではない曜日を案内してください。 

『外来診療担当医表』の下段に書いてある（注意書き）に留意してください。 

・小児科初診は予め専門的に診てもらいたいときは、予約が必要です。平日小児科

外来に電話するよう伝えて下さい（「循環器」・「神経」等決まっている時等）。 

・外来診療担当医表を見てもなかなか判断がつかない場合、平日に各科外来に問い

合わせるよう伝えて下さい。 

イ．受付時間：初再診ともに午前８時30分から正午まで  

（２）受診すべき診療科の案内

ア．内科の専門分野 

第一内科－循環器内科、腎臓内科、呼吸器内科、脳神経内科 

第二内科－消化器内科、糖尿病・内分泌内科、リウマチ・膠原病内科 

第三内科－消化器内科、血液・腫瘍内科 

イ．外科の専門分野 

第一外科－心臓外科、血管外科、呼吸器外科、乳腺外科、小児外科 

第二外科－消化管外科、肝胆膵・移植外科 

ウ．小児科の対象年齢 

通常１５歳以下（中学生まで）です。 

エ．精神科神経科受診希望の患者さんに関して 

     精神科神経科受診希望の患者さんに関しては、新規であればその日の指定病院（輪

番リスト掲載病院）に行ってもらう。 

オ．その他 

当直者が判断できない事例は、決してあいまいな回答をしないでください 。緊急を

要すると思われる場合は、救急外来ＮＳ（内線3590）に電話を転送し、回答を依頼し

てください。なお、急を要しない場合は、平日の勤務時間内に総合案内8：30～12：00

にて対応しますので、改めて照会するよう答えてください。
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（３）院内部局等電話番号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 























 

 

 

 

 

夜間急病センター 25-0297 

急病テレホンセンター 26-1400 

北海道救急医療情報案
内センター 

（一般電話） 
0120-20-8699 
（携帯・PHS） 
011-221-8699 

市立旭川病院 24-3181 

旭川赤十字病院 22-8111 

旭川厚生病院 33-7171 

旭川医療センター 51-3161 

道北口腔保健センター 22-2290 

旭川圭泉会病院 36-1559 

旭川ベルコ会館 62-4444 

おみはなや本社（献体） 22-7646 
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３.救急外来受入体制（時間外・夜間・休日） 

（１）事務当直室に直接電話連絡がある場合 

 受診希望の患者さんは原則として受け入れる 

  

＜ 患者さんへの説明事項 ＞ 

 ・救命救急センターであること 

 ・救急患者さんを扱うため待たせること 

 ・緊急の必要がない場合5,500円負担願うこと（緊急の受診の必要性はないが患者さんが

自己の都合により時間外診察を希望した場合、保険外併用療養費として費用徴収する） 

 ・「患者来院メモ」に必要事項を記載し、救急当直医師と救急看護師に内容及び来院す

る旨を伝える（メモの提出は不要）。 

                             救急当直医師 

 

      患者さん        事務当直       救急看護師 

 

① 受診する診療科の特定があった場合（小児科、産科婦人科等） 

    患者さんの氏名と連絡先を確認し、担当診療科の当直医師に電話を転送して対応願

う。 

当該患者さんが受診する場合は、担当診療科の当直医師から事務当直に連絡が入り、 

事務当直から救急看護師に来院する旨連絡する。 

 

担当診療科の当直医師      事務当直       救急看護師 

 

※ 精神科神経科受診希望の患者さんに関して、精神科神経科受診が新規であればその

日の指定病院（輪番リスト掲載病院）に行ってもらう。 

② 受診する医師の特定があった場合（かかりつけ等） 

患者さんの氏名と連絡先を確認し、当該医師の所属診療科の当直医師に電話を転送

して対応願う。 

当該患者さんが受診する場合は、担当診療科の当直医師もしくは患者さんが特定し

た医師から事務当直に連絡が入り、事務当直から救急看護師に来院する旨連絡する。 

③ 病棟の医師から直接事務当直室に、病棟で診察する旨連絡があった場合（産科婦  

人科等） 

   患者さんの氏名と連絡先を確認し、事務当直から救急看護師に、何時頃どの病棟で

受診するかを伝える。 
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当直の医師      事務当直       救急看護師 

 

④ 当直者が判断できない場合 

患者さんの氏名と連絡先を確認し、救急当直医師に電話を転送して判断を仰ぐ。 

 

※ 患者さんへの負担（具合の悪い人が長距離・長時間の移動中に様態が悪化する可能

性がある）を考慮する必要や、来院後、入院の必要性が認められても、事情により

本院で入院することが出来ないこともあるため、遠隔地からの来院問い合わせにつ

いては救急当直医師に判断を仰ぐ。 

※ また、どこからが遠隔地かということや、より近い病院の有無、移動時間、再診・

新患の別もあるため判断に迷う時も救急当直医師に判断を仰ぐ。 

 

⑤ 患者さんが救急車で来院しようとしている場合 

 そのまま受け入れず、救急当直医師に電話を転送して判断を仰ぐ。 

（２）電話連絡・転送先について 

  ①患者さんの来院についての連絡   ⇒   スマホ ５９９７ 

  ②救急隊からの問合せ        ⇒   スマホ ５９９８ 

③患者さん・他病院からの問合せ   ⇒   スマホ ５９９９ 
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救急隊からの電話転送（時間外・夜間・休日） 
 

 

救 急 隊 

 

      連絡 

救急担当医師に連絡が 

取れません他の病院を 

探してください 

救 急 外 来 

６６-９９０２ 

 

        不在転送 

           

（例）ｴﾚﾍﾞｰﾀ、階段等圏外時 

救急当番医師 

スマホ ５９９８ 

 

 

救急の医師に連絡します 

折り返し電話しますから 

連絡先を教えてください 

        不在転送 

この電話は平日昼間も鳴ります 

地域医療総合センターの受付さん 

電話に出ないでください 

 

 

事務当直室 

                        救急隊から電話が 

ありました 

                         連絡先は〇〇です 

 

５分以上連絡が             救急当番医師 

取れない時               ５９９８ 
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４．診療に係る事務手続き 

（１）救急外来患者受付 

 救急外来を受診する患者さんの受付を行い医事システムから基本カードを出力

すると救急初療システムに情報が伝達されます。受診状況などの管理は救急初療

システム（ＡＣＳＹＳ）で行います。 

     次の患者さんは救急外来で診察しないため登録しません。 

    ・病棟で産まれたベビーが入院したとき 

     ・お産のために入院した時  

【端末操作マニュアル Ⅳ．救急外来患者受付編を参照】 

 

    医師・看護師よりリストバンド発行の依頼があった場合は発行して下さい 

 

（２）外来受診手続き

ア．初来院（当院を初めて受診する方） 

 

 

初来院とは、初めて当院で診療を受けようとするときで、患者さんは『診療券』

を所持していません。初来院かどうか不明のときは、当直室に設置してある端末機

により照会してください。（氏名だけでなく、性別や生年月日で検索しダブルチェ

ックしてください。）該当者がいなければ初来院です。 

【端末操作マニュアル Ⅱ．患者番号照会編を参照】 

 

ｱマイナンバーカード（マイナ保険証）による受付または健康保険証を確認し、

診療申込書に記入

マイナ保険証による受付を行ってください。マイナ保険証による受付ができな

い場合は健康保険証のコピーを１部取っておいてください（必ず了承を得るこ

と）。診療申込書は、患者さんまたは付き添いの方に赤枠内を記入してもらいま

す。緊急の場合、当直者が記入することもあります。保険証等の身分証明書を参

 保険証のコピーをとる 患者氏名、患者番号を救急部へ連絡

診療申込書へ記入し

てもらう

患者基本登録

（救急初療登録）

救急ＮＳへ
診療券

外来基本カード
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照して記入してください。電話番号は、患者さんまたは付き添いの方に確認し記

入してください。マイナ保険証や健康保険証を忘れたときは、被保険者の勤務先

及び勤務先の住所、電話番号を控えておいてください。 

診療申込書【関係書類（外来関係）（１）】 

 

(ｲ)患者基本登録 

１．患者登録業務は診療申込書により当直室の端末機で入力します。 

【端末操作マニュアル Ⅴ．新規患者登録編を参照】 

＊端末機及びカードプリンタ（診療券発券機）は２４時間稼働状態です。 

２．患者さんに適用される患者番号（７桁）は、氏名等を登録すると、自動附番

となって出力されます。 

３．患者登録業務が完了すると、２階初診カウンターに、診療券及び救急外来基

本カードが自動出力されます。なお、救急患者さん等の登録が患者さんの案内

よりも後になった場合は、患者登録後速やかに患者氏名、患者番号を救急外来

看護師（PHS 8419）へ連絡してください。 

  診 療 券    【関係書類（外来関係）（２）】 

外来基本カード  【関係書類（外来関係）（３）】 

 

４．患者登録業務が完了した後、出力された救急外来基本カードの内容（氏名，

診療日時等）を確認し、救急車による搬入欄にチェックをして料金ホルダー

（ビニール製）に入れます。 

５．診療申込書は患者番号欄に番号を記入し、料金ホルダーに入れてください。 

６．入力の途中で“該当患者一覧”のウインドウが出た場合は、「同姓同名等の

患者さんがいる」ということです。２重登録しないよう、新規登録患者さんと

表示患者さんの情報を確認する必要があります。表示されている患者さんを選

択することによって、その患者さんの詳細情報を確認することができます。新

規の患者さんであれば新規登録患者さんを選択しクリック、すでに登録済みの

患者さんであればキャンセル（ＥＳＣキーを押す）してください。 

【端末操作マニュアル Ⅴ．新規患者登録編を参照】 

 

 (ｳ)ホルダー等搬送 

診療券，診療申込書と救急外来基本カードの入った料金ホルダ ーを一緒に救急

外来ナースステーションへ持参し、入り口にあるカゴの中に置き、救急外来スタ
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ッフに患者さんが来院した旨を伝えてください（看護師が不在の場合は、ホルダ

ーをカゴに入れ、その旨をPHS（8419）にて連絡する）。ただし、患者さんの状態

によっては、患者さんを先に案内し、ホルダー等の搬送は後になる場合がありま

す。 

 （ｴ）氏名登録について 

１．漢字氏名において第三水準以降の文字（ex.榮，髙，馨）については、診療券

に印字される際に、ひらがなに置換わるので患者さんの了承を得てください。 

       ex.   髙橋 太郎 → ＊ たかはし 太郎 

          旭川  馨 → ＊ 旭川 かおる 

    ２. 外国人患者の場合についての患者登録 

     ①漢字氏名は、原則ローマ字で登録 

     ②公的書類（健康保険証、在留カード、パスポート）に統一する（公的書類が

漢字やカタカナ表記の場合は、漢字氏名欄も漢字、カタカナで登録） 

     ③カナ氏名欄は、カタカナで登録 

３．氏名不詳の場合についての患者登録 

     ①確認できないまたは部分的に不明（判らない）場合 

       漢字氏名の頭に「？」をつけて登録してください。 

          ex.  ？ダミー 花子 

     ②身元不明等氏名のまったくわからない患者さんの場合 

救急外来ナースステーションに氏名不詳用ダミーカルテが用意されており

（１５番外来で用意）、それを使用することとなっています。その際救急外

来の看護師または医師よりダミーカルテ使用の連絡が入ります。また、診療

途中で名前等判明した場合及び当院受診歴があった場合には、速やかに救急

外来へ連絡ください。ただし、患者氏名の修正等は行わず、当直日誌に記載

し、当直明けに報告してください。診療途中で患者氏名等修正すると、患者

誤認を引き起こす可能性がありますので注意願います。 

【（３）ダミーカルテについてを参照】 

   ③ベビーが１人生まれた場合の登録について 

母親の名前（姓名）にベビーと付加する 

ｱｻﾋｶﾜ ﾊﾅｺﾍﾞﾋﾞｰ 

旭川 花子ベビー 

 

④双子以上のベビーが生まれた場合の登録について 
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母親の名前（姓名）に1ベビー、2ベビーと付加する 

 

ｱｻﾋｶﾜ ﾊﾅｺｲﾁﾍﾞﾋﾞｰ    ｱｻﾋｶﾜ ﾊﾅｺﾆﾍﾞﾋﾞｰ 

旭川 花子1ベビー    旭川 花子2ベビー 

 

と登録して下さい。 

 

 

到着時、身元確認  氏名生年月日判明  通常の患者登録へ 

    ↓不明 

救急のナースまたは医師からダミーを使うと連絡が来る  

    ↓ 

家族到着 身元判明 

    ↓ 

診療申込書に記入してもらう 保険証コピー 

    ↓ 

患者帰宅（外来）            患者入院（入院） 

    ↓                   ↓ 

後日氏名変更する旨伝え帰宅させる    タイミングをみて氏名変更 

    ↓                    

休日明けに医事課で処理する      

 

    ↓ 

患者基本情報上書きにて変更 

                        ↓関係部署に連絡 

①外来ＩＤ、１号紙再出力 

                        ↓ 

②入院ＩＤ、帳票出力 

                        ↓ 

① と②を病棟へ持参  再度ダミー番号と名前を確認 

 

関係部署 電話番号 当直ＰＨＳ 

検査部門 ３３５５ ８２６９ 

薬の処方があったら 

（院内） 

薬剤部へ連絡 

性別・○○歳 

くらい 

薬剤部へ連絡 

氏名 性別 

生年月日 

身
元
が 

分
か
っ
た
ら 

二重登録の場合は、旧ＩＤは使用しない。 

二重登録の事実を関係部署に連絡する。 
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輸血部門 ３３８１・３３８２ ８２６９ 

手術部 ３５０１ ５７０９ 

薬剤部 ３４８８ ８２８９ 

救急外来 ３５９０ ８４１９ 

病理部 事務当直者は医事課に

引き継ぐ。 

３３９２（医事課が休み明

けの朝一番に連絡） 

 

 

イ．初診（他科は受診しているが当科は初めての方、または当科を３ヶ月以上受診

していない方） 

 

    初診とは、 

１．本院において他科は受診しているが、当科は初めて受診する場合。 

２．当科を３カ月間以上受診していない場合（事務手続上初診となる。） 

をいいます。なお、患者さんは既に『診療券』を交付済です。初診かどうか 不

明のときは、当直室に設置してある端末機により照会してください。 

【端末操作マニュアル Ⅲ．来院履歴照会編を参照】 

(ｱ)マイナ保険証による受付または健康保険証を確認し、診療申込書に記入 

マイナ保険証による受付を行ってください。マイナ保険証による受付ができな

い場合は健康保険証のコピーを１部取っておいてください（必ず了承を得るこ

と）。診療申込書は、患者さんまたは付き添いの方に赤枠内を記入してもらいま

す。緊急の場合、当直者が記入することもあります。保険証等の身分証明書を参

照して記入してください。電話番号は、患者さんまたは付き添いの方に確認し記

入してください。マイナ保険証や健康保険証を忘れたときは、被保険者の勤務先

及び勤務先の住所、電話番号を控えておいてください。 
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 (ｲ)診療券 

通常、診療券は患者さんが持参してきますが、持参しなかったときは、当直室

に設置してある端末機により患者登録番号を照会してください。 

【端末操作マニュアル Ⅱ．患者番号照会編を参照】 

(ｳ)救急外来基本カード作成 

当直室に用意してある「救急外来基本カード」に患者番号，患者氏名，生年月

日，診療日時，受診科，初診の表示及び救急車による搬入の有無を記入して、料

金ホルダーに入れます。 

救急外来基本カード【関係書類（外来関係）（３）】 

(ｴ) 外来診療記録ホルダー等搬送 

診療券，診療申込書と救急外来基本カードの入った料金ホルダー を一緒に救急

外来ナースステーションへ持参し、入り口にあるカゴの中に置き、救急外来スタ

ッフに患者さんが来院した旨を伝えてください（看護師が不在の場合は、カルテ

をカゴに入れ、その旨をPHS（8419）にて連絡する）。ただし、患者さんの状態に

よっては、患者さんを先に案内し、ホルダー等の搬送は後になる場合があります。 

 

＊担当医師から、紙カルテの取り出し依頼があった場合は、翌営業日以降に中央診

療記録室に依頼するよう伝える。 

 

ウ．再診 

 

再診とは、当科を３カ月以内（歴月）に受診している場合です。 

再診かどうか不明のときは、当直室に設置してある端末機により照会してくだ

さい。 

【端末操作マニュアル Ⅲ．来院履歴照会編を参照】 

 

 

(ｱ)診療券 

通常、診療券は患者さんが持参してきますが、持参しなかったときは、当直室

に 設置してある端末機により患者登録番号を照会してください。 

【端末操作マニュアル Ⅱ．患者番号照会編を参照】 
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(ｲ)救急外来基本カード作成 

当直室に用意してある「救急外来基本カード」に患者番号，患者氏名，生年月

日，診療日時，受診科，初診の表示及び救急車による搬入の有無を記入して、料

金ホルダー（ビニール製）に入れます。 

救急外来基本カード【関係書類（外来関係）（３）】 

(ｳ)料金ホルダー等の搬送 

診療券，診療申込書と救急外来基本カードの入った料金ホルダ ーを一緒に救急

外来ナースステーションへ持参し、入り口にあるカゴの中に置き、救急外来スタ

ッフに患者さんが来院した旨を伝えてください（看護師が不在の場合は、カルテ

をカゴに入れ、その旨をPHS（8419）にて連絡する）。ただし、患者さんの状態に

よっては、患者さんを先に案内し、ホルダー等の搬送は後になる場合があります。 

 

＊担当医師から、紙カルテの取り出し依頼があった場合は、翌営業日以降に中央診

療記録室に依頼するよう伝える。 

 

エ．産科再診の場合 

診察は、４階東病棟で行われる場合もありますので、まず救急外来と病棟のどちら

で診察をするのか、医師からの連絡時に確認してください。病棟で診察の際には、救

急外来基本カードを予め作成し、ホルダーとともに、患者来院前に４階東病棟へ届け

ます。ほとんどの場合、患者さんは直接病棟へ行き、かつ、即入院となります。 

＜入 院 の と き＞ 

病棟から連絡がきますので、入院の諸手続きをしてください。 

【１８頁「（４）入院手続き」を参照】 

＜入院しないとき＞ 

患者さんがホルダーを当直室に持参しますので、救急外来での診療と同様に取り扱

ってください。 

 

オ．薬の処方連絡等 

患者さんに薬が処方された場合は、１５頁「薬剤部当直体制」の 

（ｳ）処方せん発行連絡方法 

（ｴ）外来患者さんへの薬を渡す方法 

により取り扱ってください。 
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カ．料金精算について 

時間外は、料金精算を行っていないため、後日予約・受診があれば、その際に精算

させていただくこととなります。 

予約がない場合は、後日、担当の者から料金について連絡させていただくことを伝

え、「診療料金支払誓約書」に記載をお願いして診療券をお返しします。もし、薬が

あれば渡してください。 

また、初来院等で次回の受診方法がわからない患者さんには、次回来院時に２階の

再診窓口（カウンター①番・②番）で受付けするよう説明願います。 

 

キ．薬剤部当直体制 

(ｱ)勤務時間 

日 直：午前8時30分～午後5時00分 

宿 直：午後5時00分～午前8時30分 

（午後8時から翌朝午前8時30分までは、原則として薬剤部当直室にて待機） 

(ｲ)連絡先 

Ｐ Ｈ Ｓ：8289（薬剤部当直者用） 

内  線：3488（調剤室、当直室内線） 

(ｳ)処方箋発行連絡方法 

診療終了後、救急外来看護師から処方有りの連絡があった場合､または患者さん

が当直室に寄った時､「複数診療科受診の有無とそれぞれの薬の処方の有無（手書

処方箋を含む）」を確認し､処方ありの場合は､患者名、処方箋発行診療科を(複数

科処方の場合は複数科を)８２８９（当直者用ＰＨＳ）または３４８８（内線）に 

より連絡する。手書処方箋が発行された場合は、必ず手書処方箋が発行された旨、

 調剤室に連絡をして、当該処方箋を調剤室に持参する。 

院外処方箋で薬が出た場合、処方箋を患者さんに手渡ししてください。 

(ｴ)外来患者さんへ薬を渡す方法 

調剤終了後、調剤室から事務当直室に連絡がくるので、事務当直者は、ダムウ

エータ（薬等搬送機）から薬を取り出して看護師に手渡す。 

患者さんには看護師から直接薬を手渡す。 

    ※平日の時間内に受診していたが、会計が間に合わず事務当直室に来た患者さん

で薬がある場合は、看護師を通さず直接患者さんに手渡ししてください。 
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（３）ダミーカルテについて 

ア．外来の場合 

①ダミーカルテは患者さんが個人を特定できる持ち物を持っていない場合に使用

する 

②救急担当医師からの連絡時に、氏名・生年月日が確認できており、すぐにオー

ダーしたいと言われたら「来院履歴」を慎重に調べた上で、初診であることが

判断できたら、漢字がわからなくても「？たかはし いちろう」のように先頭

に？をつけて登録する。 

③救急車が到着したら救急の搬入口に駆けつけ、救急隊員か付添いのご家族等

（以下家族）に身元を確認する。保険証の有無を確認し、持参していたら保険

証を預る。持参していなければ聞き取りにより、氏名・生年月日・来院歴を優

先して確認する。患者さんが子供の場合など、お母さんが一緒に処置室に入っ

てしまうこともあるので、入る前に『名前と生年月日と来院歴』を確認するこ

と。確認後、通常の患者登録をする。なお、保険証は家族の同意を得てコピー

すること。 

④ここで身元が判明しなければダミーを使用する。救急の看護師あるいは医師よ

りダミーを使用する旨連絡がある。「？救急」の何番かとＩＤ番号を確認す

る。現在何番のダミーカルテが存在するか確認するには、「患者番号照会」画

面で、患者氏名「ｷｭｳｷｭｳ」と入力すると表示される。 

⑤家族が来院したら、一緒に処置室へ行き「家族が来た」ことを告げる。中に入

るよう指示があったら、一緒に処置室へ入り、家族に患者さんの確認、医師又

は看護師にダミーの番号、ＩＤの確認をし、患者さんの照合を行う。ダミー 

患者さんが複数いる時は、特に注意を払い慎重に対応すること。 

⑥家族が待合室に戻ってきたら、「診療申込書」に必要事項を記入してもらう

（本人以外の連絡先も書いてもらう）。ダミー番号とＩＤをメモしておき、 

外来担当に引き継ぐ。外来患者さんの場合、氏名・生年月日等の変更登録は 

休日明けに外来担当が行うので、事務当直では行わない。氏名等判明後に入院

となった場合は、入院患者さんの場合の手順に従う。 

⑦患者さんまたは家族に「？救急○○」のＩＤを渡し、「次回来院時に氏名の入

ったＩＤカードがもらえるので、外来窓口にこのカードを出すよう」伝える 

⑧ダミー患者さんに薬がオーダーされたら、薬剤部へ電話連絡する時に「性別と

大体の年齢」を伝える。氏名等が判明していればその情報も伝える。処方後に

氏名等が判明した場合も連絡する。 
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イ．入院の場合 

①ダミーの患者さんが入院し、病棟から氏名等判明の連絡が来たら、まずダミー

の何番かとＩＤ番号を確認する。次に氏名等の患者情報を確認し、家族等に 

救急受付まで手続きに来るよう依頼する。 

②家族に「診療申込書」に必要事項（できれば本人以外の連絡先も）を記入して

もらい、あれば「保険証」のコピーをとる。「保険証」がない場合、後日入退

院受付に持参するよう伝える。「診療申込書」にダミー番号とＩＤをメモして

おく。 

③関係部署に患者さんの基本情報を変更する旨連絡する。連絡後にダミーのＩＤ

に氏名等を上書登録する。ここで、二重登録であることが判明したら、旧ＩＤ

は使用せず、新ＩＤ（ダミーのＩＤ）で患者登録を行い、二重登録の事実も 

関係部署に連絡する。 

④外来ＩＤを再出力する。「患者情報」－「新患受付」画面で「ＩＤカード」を

「１」にして登録する。 

⑤入院ＩＤと入院原票等を再出力する「入院管理」－「入退院登録」画面で帳票

発行を「Ａ」全発行にして登録する。 

⑥上記の④と⑤を病棟へ持っていき、ダミー番号・ＩＤと氏名を再度医師又は 

看護師に確認の上渡す。 
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（４）入院手続き 

ア．初来院即入院（新生児の入院を含む。）の場合 

 

  ＊新生児の登録について 

   例）旭川 花子 さんにベビーが生まれ、入院する場合 

 

①ベビーが１人生まれた場合の登録について 

母親の名前（姓名）にベビーと付加する 

ｱｻﾋｶﾜ ﾊﾅｺﾍﾞﾋﾞｰ 

旭川 花子ベビー 

 

②双子以上のベビーが生まれた場合の登録について 

母親の名前（姓名）に1ベビー、2ベビーと付加する 

ｱｻﾋｶﾜ ﾊﾅｺｲﾁﾍﾞﾋﾞｰ    ｱｻﾋｶﾜ ﾊﾅｺﾆﾍﾞﾋﾞｰ 

旭川 花子1ベビー    旭川 花子2ベビー 

 

と登録して下さい。 
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イ．救急外来受診（産科は病棟にて受診）の場合（外来カルテがある場合） 

 

  ※原則として、ＩＤ：３７１－０００－１以降は電子カルテのみとなっているが、 

古いＩＤの患者さんで二重登録により上記ＩＤ以降でも紙カルテが存在する場合 

がある。    

救急外来等より入院の連絡が入ったら、患者氏名・患者番号・入院科・病棟を確認の

上、医療支援課入退院受付の端末を操作し 入院原票等（Ａ４、２枚），入院用白カー

ドを出力してください。当直室にある端末を操作すると入院用白カードが出力されま

せんので、必ず入退院受付の端末による操作の実施をお願いします。 

入院用白カード   【関係書類（入院関係）（２）】 

入院原票等 【関係書類（入院関係）（３）～（６）】 

【端末操作マニュアル Ⅵ．入院原票等出力編を参照】 

ウ．病棟へ届けるもの 

   （ｱ）入院原票等 

出力された入院原票等（２枚）のうち病棟に持参するものは次のものです。 

     ・ネームカード（ベッドネーム）の患者名が記載された部分 

それ以外のものは、入退院受付机上へ残します。 

   （ｲ）診療券， 

     初来院即入院やベビー入院等の場合、診療券がありませんので患者基本登録を

行い、診療券を作成してください。作成の際には８頁の「４．診療に係る事務手

続き（２）外来受診手続き ア．初来院（当院で初めて受診する方）」を参照く

ださい。 

  （ｳ）入院白カード 

     入院原票出力の際に入院白カードも出力されます。書類に患者情報をプリント

するのに用いられます。 

（ｴ）入院患者さんへの案内等が入った封筒及び入院診療計画書等 
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入退院受付机上に封筒と入院履歴等の調査票等（４枚の書類）がセットになっ

て 置いてあります。端末操作により出力された入院白カードを用い、４枚の書

類（入院履歴等の調査票・入院患者に係る退院時指導等調査票・退院療養計画

書・褥瘡対策に関する診療計画書）にインプリンタで患者情報を プリントしま

す。 

【各種機器説明（２）インプリンタを参照】 

＊担当医師から、紙カルテの取り出し依頼があった場合は、翌営業日以降に中央診

療記録室に依頼するよう伝える。 

 

（５）退院手続き 

ア．死亡退院（一般） 

＊安置室を経由する場合、病棟から旭川ベルコ会館（６２-４４４４）への院内移送の

依頼がくる。 

１．病棟から、場所（〇〇病棟等）・ＩＤ・氏名を確認し、旭川ベルコ会館に伝え

る。 

２．旭川ベルコ会館から、病棟への到着予定時刻、担当者の氏名を確認し、病棟に

つたえる。 

３．防災センター（内線３１４２）へ上記１の内容を連絡（時間外の遺族来院の 

対応） 

４．死亡診断書（Ａ３又はＡ４版）、死亡事例情報提供書受理→記入もれ、サイン

又は押印もれを確認し、診断書部分をコピー、割り印（原本（上）、コピー（下）

の状態で割り印）をし、原本（割り印は下部分となる）を遺族へ渡し、「市町村

役場に提出し、死亡の届出を行い、埋葬許可証を受理する」旨説明 

５．支払誓約書の記入（６９頁参照） 

  「時間外のため、料金の精算は後日になる」旨説明 

＊印鑑の持参がなければ、拇印でもよい 

   ６. 状況によっては、遺族を霊安室の家族控え室まで案内する。 

また家族の車で搬送する場合は、霊安室奥の玄関まで案内する。 

 

イ．死亡退院（病理解剖） 

＊病理解剖を実施する場合、病棟から旭川ベルコ会館（６２-４４４４）への院内移送

の依頼がくる。 

１．病棟から、場所（〇〇病棟等）・ＩＤ・氏名を確認し、旭川ベルコ会館に伝え
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る。 

２．旭川ベルコ会館から、病棟への到着予定時刻、担当者の氏名を確認し、病棟に

伝える。 

３．防災センター（内線３１４２）へ上記１の内容を連絡（時間外の遺族来院の 

対応） 

４．病理解剖に関する承諾書の受理（死産用は別様式）（７１，７２頁参照） 

（コピーがおりてくる） 

５．病理解剖受理伺（3枚複写）（７４頁参照）の作成（棺等の希望を確認） 

＊本院所定以外の物を本院指定の業者に求める場合、遺族に差額分は自己負担

していただくことを伝える 

＊運搬の確認、旭川ベルコ会館を利用した場合、本院から３０ｋｍを越えた分

は、遺族の負担（生活保護適用者を除く）となることを伝える（他の葬儀社は

実費負担） 

６．祭祀料の支給（１７，０００円を確認）収納係からの当直用手提金庫に３件分

はいっている（４件目以降からは銀行振り込みとなる） 

７．解剖謝金領収書（７５頁参照）、支払誓約書（６９頁参照）の作成 

＊受領印の押印 

８．霊安室業者へ病理解剖受理伺３枚目「連絡票」を渡す 

＊剖検にかかる書式等は医療情報システム内の医療文書作成システム（ヤギー）

に登録（収納係からの当直用手提金庫にもはいっています） 

９. 状況によっては、遺族を霊安室の家族控え室まで案内する。 

１０．死亡診断書または死産証明書、死亡事例情報提供書受理（解剖終了後）→ 

診断書部分をコピー、割り印（原本（上）、コピー（下）の状態で割り印）を

     し、原本（割り印は下部分となる）を遺族へ渡し、「市町村役場に提出し、 

     死亡の届出を行い、埋葬許可証を受理する」旨説明 

   １１． 小口現金支出伺い（７３頁参照）の作成 

 

ウ．一般退院 

≪請求書あり≫ 

領収書（請求書）により領収する。（ 次項の【収納方法】参照） 

支払い不能者は債務確認書（７０頁参照）に記入してもらう 

  ≪請求書なし≫ 

支払誓約書（６９頁参照）に記入してもらう 
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（６）診療費の収納について 

救急患者さんの診療費は、翌営業日の支払いです。 

ア．土、日、祝日及び時間外に退院の場合 

１．計算済（請求書が発行されている時）の場合 

①支払う場合 

当直用金庫から請求書を取出し現金収納（下記【収納方法】参照） 

②持ち合わせがない等支払えない場合 

債務確認書に所要事項の記入を依頼する。（７０頁参照） 

２．未計算（急な退院、死亡退院）の場合 

支払誓約書に所要事項の記入を依頼する。（６９頁参照） 

 

イ．定期請求による診療費を支払いに来た時 

患者さんの家族の都合（時間外にしか来院できない等）で、請求書を添え入院費を

持参した場合は、下記【収納方法】により収納してください。 

 

ウ．以前分を支払いに来た時 

患者さん及び家族の都合により、入院費及び外来の診療費を支払いに来た時は、下

記【収納方法】により収納してください。この場合は、収納係で請求書等を準備し当

直者へ引き継ぎます。請求書等の準備が無い場合は支払いが出来ないことを伝えてく

ださい。 

【収納方法】 

土、日、祝日及び時間外の退院患者さんがいる時は、収納係からつり銭、収納金引

き継ぎ簿及び請求書（領収書）を当直用手提げ金庫に入れて当直者に引継ぎますので、

 患者さん（家族）が支払いに来た時は、次の手順により収納してください。 

①請求書は、上半分が「領収書（控）」、下半分が患者さんへ渡す「領収書」です。

診療費を領収した場合は、患者さんへ渡す「領収書」に【領収印】を押印し渡す。

（宿直用・日直用の別及び日付を必ず確認してください） 

 また、「クレジットカード」による支払いの場合は「お客様控え」も渡す。 

②診療券、予約票及びその他添付書類がある場合は渡す。（診療券及び予約票は無い

場合があります） 

③領収した診療費と「領収書（控）」等を当直用手提げ金庫に入れ、収納金引継ぎ簿

に記入する。 

④宿直及び日直の交替の時は、金庫の収納済み現金を確認し、収納金引継ぎ簿に引継
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者の氏名を記入、押印し、次の宿日直者に確実に引継いでください。 

⑤最後の当直者は、当直用手提げ金庫及び収納金引継ぎ簿を収納係に引渡してくださ

い。 

注１）債務確認書及び支払誓約書は、後日債務者との連絡（診療費等の）に必要なので、

別紙記入例のとおり正確に記入してもらうよう注意してください。 

注２）現金収納に関しては当直日誌に記入は不要です。 

 

（７）供血者受付の取り扱い 

  輸血のために供血者が受診する場合の取り扱いについては、次の要領にて対応します。 

① 担当医より、供血者の受付を依頼されたら、患者氏名、生年月日、ID、受診科 

（担当医の所属科）を確認します。 

② 受診歴のある患者さんは、通常の救急患者さんと同様にカルテ出庫し、指定の 

場所（ICU等）に持参します。 

③ 受診歴のない患者さんは、カルテ室の所定の位置（ドアを開けた正面のスチール

棚）に「輸血カルテ」とかかれたファイルボックスがありますので、供血者用 

新患カルテの（1）番から順番に人数分を取出し、指定の場所（ICU等）に持参し

ます。 

 

*供血者用新患者カルテは、（1）番から（10）番までの10冊がカルテ室に予め 

用意されています。患者さんは、「？輸血（1）」等というダミーの名前で既に

登録されています。カルテの中には、「外来診療記録」「記録用紙」「診療申込

書」「IDカード」がセットされています。「診療申込書」は供血者が記載後、カ

ルテと共に診療部門から返却され、患者基本情報の登録は返却後医療支援課にて

行います。 
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４．オンライン停止時の対応について 

（１）外来受診手続き 

ア．初来院時の患者基本登録は、ＩＤカード・カルテの作成は行えないため外来基本 

登録は行えない旨、救急外来ナースステーションに伝えてください。その他は通常ど

おりです。 

ただし、入院となった場合は、オンライン停止が解除された時点で外来基本登録を 

行ってください。翌朝、外来係員にその旨伝えてください。 

 

イ．初診、再診患者さんでＩＤ番号が不明の場合は、当直室にある患者リスト（ア、イ、

ウ……順）で検索してください。 

 

（２）入院手続き 

ア．電子カルテ及び医事システムの両方が停止している場合は、入院のご案内及び入院

診療計画書等４種類の用紙（ＩＤ、名前、生年月日を手書きする）を病棟に上げてく

ださい。医事システムが使用できる場合は、入院白カード・ネームカードを作成し、

入院診療計画書等４種類の用紙にインプリンタで名前等を印字のうえ、病棟に上げて

ください。 

 

イ．オンライン停止が解除されたら、患者基本登録を行い、病棟に連絡する。入院登録

は、病棟でオーダー登録されるので、入院基本登録（医事システム）への反映を確認

し、入院白カード・ネームカードを出力し病棟に上げ、上げることが出来なかった場

合は、翌朝診療報酬係入院担当にその旨を伝え引き継いでください。 

 

＊患者基本登録等が実行されないと、病棟で種々のオーダーができませんので、確実にお

願いします。 
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５．端末操作マニュアル 

Ⅰ．システムの起動編 

１．端末のデスクトップの「ＩＢＡＲＳ」アイコンをダブルクリックする。 

      

 

 

２．職員コード、パスワードを入力し「ログイン」をクリック またはＥｎｔｅｒキー

を押す 
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３．処理が実施され、ＩＢＡＲＳ画面が表示されます。 

 

 

４．次に救急患者登録の画面を起動します。受付状況を登録し日誌として出力するもの

ですので、必ず立ち上げてください。デスクトップの「ＡＣＳＹＳ－Ｋｅ」アイコンをダ

ブルクリックする。 
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 ５．救急患者登録の初期画面が起動します。 

             

 

Ⅱ．患者番号照会編 

１．ツールバーの「基本業務」をクリックし、「患者番号照会」をクリック。 

 

 

２．患者番号照会画面が表示されるので、患者氏名等判明している情報を入力する。 

次の項目への移動はカーソルキーの↓またはＥｎｔｅｒキーを使用し入力後メニュー

バーの「実行（f12）」をクリックまたはキーボード上のＦ１２キーを押す。 
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３．検索結果が表示される。 
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Ⅲ．来院履歴照会編 

１．ツールバーの「基本業務」をクリックし、「来院履歴照会」をクリック。 

 

 

２．来院履歴照会画面が表示されるので、患者番号を入力しメニューバーの「実行  

（f12）」をクリックまたはキーボード上のＦ１２キーを押す。 

 

３．当該患者さんの来院履歴が表示される。 
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初再診の判断基準である【３ケ月間（歴月）の受診の有無】は、来院月を基準として

計算する。 

例 受診日が７月の場合 

＊４・５・６月のいずれかの月に来院あり→再診 

＊３月以前の月に来院あり→初診  
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Ⅳ．救急外来患者受付（登録）編 

  ア.患者さんの受付(登録)方法 

   １．ツールバーの「基本業務」をクリックし、「新患受付」をクリックする。 

  

※Ⅴ．新規患者登録編を参照！ 

 

  再診の場合は、ツールバーの「受付／管理」をクリックし、「再来受付」をクリッ 

 クする。 

      

患者番号を入力し、診療科を救急科に設定して登録する 
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   ２．救急科で登録すると、ＡＣＳＹＳ－Ｋｅに自動的に患者情報が登録されるので、

足りない項目を入力する。 

     ＜手動で入力する項目＞ 

・来院日時  ・搬入経路   ・初診      

・救命救急センター      ・医事課終了 

 

  

「患者情報」をクリックする 
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  入力する際は、「ロック解除」をクリックし、「はい」をクリックする。 

    

 

この部分を入力 
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３．各項目に患者さんの情報を入力していきます。 

    ○「来院日時」：自動的に入力されます。また、各入力欄のとなりのボタンを押

して 選択（修正）することもできます。 

      

 

         

     

    ○「搬入経路」：搬送経路をプルダウンメニューより選択します。 
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    ○「初診」  ：初診の患者さんについてチェックをつけます。初診の定義に 

ついては「４．診療にかかる事務手続き（２）外来受診手続き

 イ．初診（１２頁）」を参照下さい。 

          

    ○「救命救急センター」：規定値でチェックが付いています。救急外来以外で 

診察をするとき（産科で４Ｅ病棟で診る場合など）にチェック

をはずします。 

          

    以上の項目が患者受付時に入力する項目です。 

    ○「医事課終了」：この項目については、患者さんが帰る時に入力する項目です

ので、後で登録します（イ．診察が終了した場合 を参照のこ

と）。 

          

４．入力が終了したら、ＯＫボタンを押します。 
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 ５．初期画面に戻り、入力した情報が表示されます。 

       

 

 

イ．診察が終了した場合 

   患者さんの診察が終了し、事務当直へ寄り帰宅した際に、その方の事務当直での 

   処理が終了したことを記録するため「医事課終了」の項目を入力します。 

   事務当直の引き継ぎ時の情報としても利用できます。 
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ウ．登録済データを削除する場合 

  削除したい患者さんを画面で選択し、メニューバーの「削除」をクリック。すると確

認メッセージボックスが現れるので「はい」をクリックするとデータが削除されます。

一旦データを削除すると、データの復旧はできなくなりますので充分注意して選択して

ください。 

        

 

エ．宿日直業務が終了し日誌を出力する場合 

  日直、宿直時ともに、日誌（外来患者受付状況の部分）を出力するために以下の操作

が必要になります。 

 

 １．初期画面より、画面左にある「印刷」を選択し、「日直日誌出力」をクリック 
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２．下のような画面が立ち上がるので日付を選択し（規定値は当日となっています。）

プレビュー→印刷と押せば「医療事務宿日直日誌」が出力されます。このときに日

誌は２枚出力されますが、自分が該当する当直時間のものを当直日誌にはさんでく

ださい。（残り１枚は破棄します）また、宿直明けに日誌を出力する場合は、自分

が当直業務を開始した日付を選択するようにしてください。 
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Ⅴ．新規患者登録編 

 １．ツールバーの「基本業務」をクリックし、「新患受付」をクリックする。 

 

 

 ２．新患受付の画面が表示される。患者さんの氏名，性別，生年月日，漢字氏名，保険

情報及び住所(電話番号)，受診する科 を入力する。入力後、登録すると患者番号が自

動で附番される。 

 

 

 

○氏名について 

  漢字氏名を入力した際に自動でカナ氏名（半角カタカナ）が登録されますが、 

カナが違う場合は該当項目を直接修正してください 

  〇保険登録について 

   ・保険者番号は「８桁」または「６桁」の番号を半角数字で入力する。６桁の国民

健康保険は「８０」を入れてから６桁を入力する。 

   ・本人・家族は「本人（被保険者）＝０」「家族（被扶養者）＝１」を半角数字で

入力する。 

   ・記号は全角で入力する 
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   ・番号は全角で入力する 

   ・有効期間は「開始日＝入力日」が規定値で自動入力される。 

   ・初来院で保険証を持参しなかった場合、保険者番号は「Ｚ７」を入力する。 

    （院外処方箋を出力するため。） 

   ・再診で保険証が変更となっている場合、「旧保険の有効期間の終了日」に「診療

日の前日」を入力する。 

   ・患者の了承を得た上で、保険証のコピーをとる。 

○住所情報項目について 

 ・住所区分は「０」 

 ・電話番号は「＊＊＊＊-＊＊－＊＊＊＊」のようにハイフンを入れて登録する。 

・携帯電話等は「＊＊＊－＊＊＊＊＊＊＊＊」頭３桁のあとにのみハイフンを入力

する。 

 ・郵便番号はハイフンを入力せず連続入力とすること 

 ・住所コードは住所コード一覧を元に入力、もしくは当該市町村名をカナ入力し、

Ｆ４キーを押すことにより参照・選択入力が可能なのでそれを利用し入力する。 

   ・住所詳細には住所コード入力によって表示された住所情報の不足分（番地名等）

を直接入力します。 

○受付項目について 

受診する診療科を入力し、「ＩＤカード」以降の項目については「申込書」につ

いてのみ「０」と修正入力する。 

 

３．入力した項目に間違いがないか再度確認し、Ｆ１２キーを押す。登録確認メッセー

ジが出るので「ＯＫ」を押す。 

 

  以上で新規患者登録は終了し、診療券，救急救急外来基本カード，が出力されます 

 

 

  診療科を「救急科」で登録すると、自動的に救急患者登録画面（ＡＣＳＹＳ-Ｋｅ）

に患者情報が追加される。 
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Ⅵ．入院原票等出力編 

１．ツールバーより「入院管理」をクリックし「入院基本登録」をクリックする。

       

 

 

 ２．入院基本登録画面が表示されますので、患者番号を入力する。 
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３．入院原票等を出力するために「Ｎｏ.」に「０１」と入力し、カーソルキーの↓ ま

たはＥｎｔｅｒキーを押す。 

  

 

 ４．入院日等入力する画面が表示されるので、「入院日」、「病棟」、「ベッド№」

「診療科」を入力する。 

（「病棟」以降の項目を入力する際に、病棟名、ベッド№等入力すべき値がわから 

ないときには、Ｆ４キーを押すことによって、入力値の参照・選択ができます。） 

帳票発行が「Ａ」であることを確認し、カーソルキーの↓またＥｎｔｅｒキーを押す。 

  

 

 

Ｆ４キーを押すと入力値を

選択できる 
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 ５．Ｆ１２キーを押すと確認メッセージが出るのでＯＫをクリックします。 

  （実際は登録されず原票等が出力される形となります。登録については事務当直での

処理ではなく、病棟でオーダー画面より実施することとなります。） 

以上で終了です。
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６．各種機器説明 

（１）カードプリンタ 

  診療券，入院用白カードを出力するための機器。機器自体の操作は必要ありません

が、カード詰まりなどのときは取扱説明書が傍においてありますので参照し対応くださ

い。 

         

（料金計算窓口入り口付近）         （入退院受付内） 

 

（２）インプリンタ 

  患者さんの診療録用紙や入院時に病棟へ上げる用紙（入院履歴等の調査票等）に患者

さんの番号等をインプリンタを使用しプリントします。一番窓口裏と入退院受付にあり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

          

（入退院受付のもの） 

 

 

インプリンタ 
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使用方法 

１．電源が入っているのを確認 

（入っていない場合は、本体右側面部のスイッチをオンにする。） 

 

２．患者さんのＩＤカードをリード部に通す。 

３．プリントしたい用紙をガイド部にあわせ、奥まで差し込むと自動的にプリントされ

ます。 

 

 

（３）入院原票等用プリンタ 

  新規患者登録を行った場合に、出力先となるプリンタです。（料金計算窓口入り口 

付近にあります）通常、操作パネルは「排出／カット」しか使用しません。（用紙が 

詰まったりした場合、新しく用紙をセットする場合には「吸入／退避」を使用します。）

必要のないところ以外は触らないようにお願いします。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          （入退院受付内 入院原票等用） 

 

２ 

３ 
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（４）垂直搬送機 

  薬の搬送に使用される機器です。救急外来ナースステーション向いに設置されていま

す。使用方法は次のとおりです。 
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７．関係書類（外来関係） 

（１）診療申込書 
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（２）診療券 

 

 

 

 

（３）救急外来基本カード 

   〇初来院・初診・再診の患者さんはこちらに記入（事務当直室に常備）
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８．関係書類（入院関係） 

（１）入院白カード 
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（２）入院患者原票（入院担当用）
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（３）ネームカード 
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（４）入院案内等セット（封筒） 
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（５）入院履歴等の調査票等（４種類） 
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（６）リストバンド

  

リストバンドの装着は病棟にて行います。
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９．関係書類（退院関係） 

（１）診療料金支払誓約書 

ID    ―    ―   

 

診 療 料 金 支 払 誓 約 書 
    年  月  日 

旭川医科大学病院⾧ 様 
患者氏名  診療科  退院日 

(予定日) 
/  

事  項 □ 受診     □退院     □死亡退院 

未払事由 □       申請中  □時間外  □料金未計算  □限度額認定証申請中 

○ 診療費を支払う方（債務者） 

氏名 ※  患者との続柄  

生 年 月 日     年  月  日 電話 ※ （    ）    ― 

住所 ※ 〒   ―    
 

勤 務 先  勤務先電話 （    ）    ― 

勤務先住所  
後日、貴院から請求があり次第、直ちに支払うことを誓約します。 

 

○ 料金の連絡（いずれかを選択してください）  ≪死亡退院は記載不要≫ 
＊料金計算に数日要する場合があります。 

 

□ 不要 次回受診時に支払い（予約日   /    ） 

□ 要 □ 郵送（請求書）    
＊予約日が近い場合、郵送 が
間に合わないことがあります 

□ 電話：平日 10 時～18 時に病院からご連絡します

＊連絡希望時間帯がある場合：  時～  時 

 連絡先 □ 上記（※）に同じ    □ 上記（※）と異なる→下に記入 

請求書送付先または電話連絡先が上記（※）と異なる場合、以下に記入してください。 

宛 名  電話番号 （    ）    ―      

住 所 〒   ―    
 

 

時間外取扱者   月  日 宿直・日直 
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（２）債務確認書 

                              ＩＤ   －   －   

 

 

債 務 確 認 書 

令和  年  月  日   

旭川医科大学 病院事務部長 様 

 

債務者氏名 
                

㊞  

明治 
大正 
昭 和
平成 

年   月   日 

住    所 
〒   －       電 話 自・呼 （    ）    － 

勤 務 先    
                電 話 （    ）    － 

患者氏名   

 診療科   科 

患者との続柄  

債務金額              円   未納期間 
自 令和  年  月  日 

至 令和  年  月  日 

納入方法   

【できるだけ具体的に記入してください】 

 （例1）令和○年〇月○日までに窓口（又は振込）でお支払いします。 

（例2）令和○年○月から、月々10,000円ずつ窓口で支払いし、平成○年 

○月までに完納します。 

 

 

 患者          にかかる診療料金           円が未納であることを 

確認します。また、上記の方法により必ず支払うことを誓約します。 

なお、万一約束不履行の場合は、民事訴訟法に基づく裁判上の手続きをされても異議は申し 

ません。 

 

 

 

取扱者     月 日 宿直･日直 
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（３）解剖に関する遺族の承諾書 

 

 

剖検用診断書と、この承諾書は病棟で作成
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（４）解剖に関する遺族の承諾書（死産児） 

 

 

剖検用診断書と、この承諾書は病棟で作成
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（５）小口現金支出伺い 

 

様式第４号（第７条第３項関係） 

 

                          平成  年  月  日 

 

  経 理 責 任 者  殿 

 

                       取扱者 

                                     ㊞ 

 

 

小口現金支出伺い 

 

  このことについて、下記のとおり支出してよろしいか伺います。 

 

記 

 

   １.支出相手先の住所・氏名 

 

   ２.支出額 

 

   ３.支出理由 

 

   ４.支出予定日 

 

   ５.その他 



- ６０ -  

（６）病理解剖受理伺 

 

 

ただし、遺体の運搬については医大から３０キロを超えた場合は実費負担となる。 

３枚目を霊安室へ 
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（７）解剖謝金領収書 

 

 

 

 

解 剖 謝 金 領 収 書 

 

 

 

    旭川医科大学 殿 

 

 

金額  １７，０００ 円 

 

 

 

      上記の金額を受領しました 

 

          受領日 

          郵便番号 

 

          住所 

 

          氏名               続柄（   ） 

 

          電話番号 
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１０.Ｘ線フィルム画像ディスク  

（１）当直業務におけるＸ線フィルム・画像ディスクの取扱いについて 

 当直時、患者受付等の業務に支障のない範囲で、X線フィルム・画像ディスクの搬出する

こととなったため対応願います。ただし、病院1階のX線フィルム保管庫に保管しているも

ののみ搬出することとします。 

 

（２）他院持込み画像ディスクの運用について 

○救急時の対応 

 

 

    

①救急                    ②帰宅               ③フィルム保管室 

                          

        

 

 

 

 

 

                             ②入院    

 

 

 

 

 

 

 

  ※ＣＤ－Ｒ専用Box 救急NS内，カルテ置場の棚にＢｏｘがあります 

 

 

 

 

病棟クラーク 

事務当直 

③フィルム保管室 

事務当直が、CD-R専用Box

（※）からCD-Rを取り、「CD-R

搬送依頼票」を貼付する。 

CD-Rに患者情報が記載され

ていない場合は、看護師がID

番号、患者氏名をCD-Rに直

接マジックで記入し付属のケー

スに入れる。 

看護師が、CD-R専用バッグに入

れ、外来診療録とともに病棟へ持参

する。 

医師がCD-Rを閲覧後は、CD-R専

用バッグに入れ病棟クラークへ渡す。 

病棟クラークが、電子カルテから画

像取込オーダーを入力し、フィルム

保管庫スタッフに取込を依頼す

る。 
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○他院持込み画像ディスクの記載方法について 

・受付窓口に他院画像ディスクが持込まれた場合 

①救急外来受付にて、患者さんから他院の画像ディスク を受けとる 

②「ＣＤ－Ｒ搬送依頼票」に患者情報をインプリント（もしくは手書き）し、受け取った

ＣＤ－Ｒケースにテープで貼る 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③診察室へ渡す 

 －救急外来診察後 

④事務当直が、他院画像ディスク（ＣＤ－Ｒ）をＣＤ－Ｒ専用Ｂｏｘに取りに行く 

⑤「ＣＤ－Ｒ専用バッグ」に収納後、翌日、中央診療記録室へ搬送する 

 

・処置室に直接他院画像ディスクが持込まれた場合 

 －救急外来診察後 

①事務当直が、他院画像ディスク（ＣＤ－Ｒ）をＣＤ－Ｒ専用Ｂｏｘに取りに行く 

 

②他院画像ディスク（ＣＤ－Ｒ）

に、当院の患者ID番号、患者氏名、

記載日を「ＣＤ－Ｒ搬送依頼票」

に記入し、ＣＤ－Ｒケースに貼付

する 

 

③「ＣＤ－Ｒ専用バッグ」に収納

後、翌日、中央診療記録室へ搬送

するＢｏｘ 

１枚 



- ６４ -  

（３）他院持出し画像ディスクの運用について 

○画像ディスクの搬送について 

・夜間・土日祝の流れ （平日 18:30以降、土日祝 全時間帯）    

①外来・病棟       ②医師               ③搬送先が外来・救急受付、病棟        

                           

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務当直 

医師が、ランチャーから画像ディスク作

成画面を立ち上げ、ディスク（CD-R）

作成を実行すると、「画像ディスク作

成伝票」が自動で印刷される 

医師は、他院持ち出しの画

像ディスク（CD-R）を作成し

たことを事務当直へ連絡す

る（PHS：８５３９） 

その際、搬送先を救急外

来、外来診察室か病棟を

連絡する 

事務当直が、「画像ディ

スク作成伝票」を再印刷

し、記載されている依頼

元へ、発行された画像デ

ィスク（CD-R）を搬送する 

「画像ディスク作成伝票」と画像

ディスクに記載された「オーダー

番号」が同一であることを確認

後、受渡しを行う 

事務当直が持参した「画像ディ

スク作成伝票」に、画像ディスク

（CD-R）受取のサインをする 

入院患者の場合、「画像ディス

ク作成伝票」を、入院診療録に

綴る（後日スキャニング） 

サインが記入された伝票は、事

務当直が翌日、中央診療記録

室へ送る。 

その後は、メッセンジャーがフィル

ム保管庫へ伝票を搬送する。 
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○他院持出し画像ディスク操作方法 

・他院画像ディスク作成画面を開く 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

① 医師から画像ディスク搬送の連絡を受けた１０～１５分後にフィルム保管室へ行き、 

ＣＤ－Ｒが発行されている機器のデスクトップにある「ＷｅｂＣＤ」アイコンをクリッ

クし、他院画像ディスク作成画面を立ち上げる 

②「ユーザー名」、「パスワード」を入力し、ログインボタンをクリックする 
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・伝票の再印刷 

 

 

 

 

 

 

 

③従来のプリンターからは出力できないため、ＸＰ保管室の画像ディスク自動作成システ

ム後ろ右奥の端末から出力する。 

④画面上は「ログアウトしました」再ログイン と表示されているので、再ログインをク

リックして【admin】でログインする。 

 

⑤進行状況のタブをクリックする 

⑥作成された画像ディスクの患者伝票を再印刷する 

（作成された画像ディスクのＩＤ番号、患者名、オーダー番号が、画面と一致するもの

を再印刷する） 

 

⑤ 

⑥ 
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・画像ディスク作成伝票  

 

 

⑦画像ディスク作成伝票が印刷される 

（この伝票は、依頼医師と搬送先の確認、搬送した画像ディスク受け渡しの際のオ

ーダー番号照合のために必要） 

※ディスクの枚数は必ず確認してください。 

 

 

 

 

 

外来２２     ×× ×× 

搬送先 依頼医師名 
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・画像ディスク作成画面  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧ログアウトをクリックし、画像ディスク作成画面を終了する 

⑨発行されたＣＤ－Ｒは、ＣＤケースに入れ依頼場所へ搬送する 

 

⑩作成済のディスクがたまっている場合に新たなディスクが作成出来ないことがあり

ますので、必ず 

日直時の朝にディスクの取出しをしてください。 

⑪詳細な使用方法は別途配付しているマニュアルを確認してください。 

⑧ 
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・画像ディスクの受け渡し  

 

⑩画像ディスクの受け渡しの際、日付とサインを記入してもらう 

⑪受け取りサインが記入された伝票は、翌日、中央診療記録室へ搬送する 

 

 

 

 

 

 

  ○月△日 

×× ×× 

 

引き渡し日付と受け取りサインを記入してもらう 

⑩ 
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（４）画像ディスク借用時の操作方法について 

フィルム庫で起動しているＮＥＣパソコンを使用する 

 

○他院画像ディスクの借用  

①「患者番号」にＩＤ番号を入力後、「Ｔａｂ」キーを押下すると患者情報とディスク番

号が表示される 

 

②出庫するディスク番号にチェックを入れ、「処理欄」に「L」を入力し、「出庫先」を選

択後、実行を押下する。 
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③出庫伝票が２枚印刷されるので、１枚は画像ディスクとともに搬送先へ渡し、もう１枚

は「事務当直者用」ボックスへ入れる（このとき、持ち出しノートにも記入する） 
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１１．その他の連絡事項 

（１）薬剤部パスボックスについて 

  ダムウェーターが故障等で使用できなくなった場合、パスボックスを使用することが

あります。 

  薬剤部より薬を取りにくる旨連絡がきたら、鍵を持参しパスボックスより薬を取り、

その後鍵をかけて下さい。 

 

 ○パスボックスの場所 

  薬剤部事務室の向かい側、銀色の引戸の下段 

  鍵は「当直室」のキーホルダーについています。 

 

（２）個人情報保護法への対応について 

 ・患者さんのカルテは、氏名等の個人情報が見えないように当直室に置くこと。 

 ・患者さんが特定できるメモ等は、シュレッダーにかける。 

 ・電話による問合せには原則として回答しない。（入院しているか、受診しているか、

先生の住所を教えて下さい等）「個人情報のため電話によるお問合せにはお答えでき

ないことになっています」と丁寧にお断りすること。 

 ・入院していることを知っていて来院した見舞客に対しては、従来どおり「○階○病棟

に入院しています。お部屋については、ナースステーションでお問合せください」と

答えること。 

 ・宿日直として知り得た患者さんの個人情報に関する話は、絶対に話さないこと。（近

所に住んでいる人、親戚の人が病院にかかった、入院した等の話をしない） 

 ・保険証のコピーを取る時は、必ず患者さんの同意を得ること。「保険請求の事務以外

には使用しません。コピーを取らせていただいてよろしいでしょうか。」とか。 

ただし、患者さんが拒否した場合は、申込書に保険情報を転記すること。 

 

（３）耳鼻咽喉科救急患者受入れ体制 

  夜間・休日に、耳鼻科診療所医師が患者さんを当院耳鼻咽喉科に受診させたい場合、

耳鼻科当直医に電話を転送し、受診が決定した場合、耳鼻科当直医から事務当直へ連絡

が来ます。 
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※耳鼻科受診時のフローチャート 

    耳鼻科診療所・開業医 

        ①電話する 

         

        事務当直            ③病状，患者氏名，生年月日 

       ６６-９９０１            ＩＤ，来院時間を連絡する 

 

      ②電話を転送する 

耳鼻科当直医 

（内線５４６９） 

 

                      ④患者氏名，生年月日，ＩＤ， 

                       来院時間を連絡する 

 

事務当直（内線３１３９） 

または 

救急センター（内線３５９０） 

 

            ⑤患者さんが来院したら，耳鼻科当直医に 

             連絡する 

 

（４）１０階西病棟に入院されている患者さんの問い合わせに対する対応について 

   １０階西病棟（精神科神経科）に入院されている患者さんの見舞い客案内について

は、診療科の特殊性及び患者さんのプライバシーの関係から次の通り対応します。 

  【注意事項】 

    電話又は対面による対応の場合、１０階西病棟へ患者さんの対応について確認 

   するまでは、「１０階西病棟」「精神科神経科」は使用しないこと。 

  【電話による問い合わせの対応】 

    電話を１０階西病棟へ転送する。その際、患者さんの氏名と入院の問い合わせで

ある旨を伝える。 

  【直接来院した場合の対応】 

    電話で１０階西病棟へ面会できるかどうかを確認し、面会できるのであれば、 

   １０階西病棟を案内する。面会できない場合は、面会できない旨を見舞客へ伝える。 



- ７４ -  

  【閉鎖病棟（病室No.1001～1015）に入院されている場合】 

    原則、閉鎖病棟入院中の患者について、電話及び窓口での面会対応は「申し訳 

ありませんが、個人情報保護の観点から一切お答え出来ません」と対応する。 

 

（５）血液検体搬送 

  救命救急センターの看護師が、業務の都合で血液検体を検査部緊急検査室へ運ぶこと

 が困難であるとき、事務当直に対して血液検体の搬送を依頼します。 

  事務当直室に「検体立て」を置いてありますので、依頼があった場合「検体立て」に

検体を立て、当直室備え付けの「使い捨て手袋」をはめて検査室へ運んでください。 

  検査部緊急検査室は、西病棟２階、中央診療記録室の裏手にあります。廊下奥の「時

間外休日検体提出場所」に検体をおき、当直者のＰＨＳ（８２６９）に連絡してくださ

い。 

   

（６）道北ドクターヘリ運航に伴う土日祝日の連絡体制 

  救命救急センターからドクターヘリ受入れの連絡が入った場合、下記のとおり対応 

してください。 

 

  ①本院の救急車を使用するか、消防機関に救急車を要請したか確認する 

  ②防災センターに下記の連絡をする 

・ドクターヘリが飛来すること 

・どこの救急車を使用するか 

・駐車ゲートの開放依頼 

・救急玄関前の進入路確保依頼 

  ③本院の救急車を使用した場合、搬送患者さんの受付手続き後に、清掃業者に救急車

の清掃を依頼する 

   【連絡先】０９０-６２１６-０４３１（または ０８０-５５９４-０８４４） 

 

   ※ただし、救急車の清掃は午前のみとなっており、午後に救急車を使用した場合は、

翌日の午前中に清掃がはいることになっています 

 

  ドクターヘリの運行時間・・・午前８時３０分～午後５時００分（日没まで） 

   患者登録については、救急車搬送の患者登録と同様 
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（７）血液製剤搬送 

 

時間外の血液製剤・検体搬送業務マニュアル

Ⅰ．輸血用血液製剤の搬送（RBC、FFP、クリオプレシピテート）

１．医師、看護師、臨床検査技師から連絡を受け、手術部や該当病棟、もし
くは診療部門へ向かう

２．医師、看護師から①輸血依頼伝票と②患者
採血検体（黄色）を受け取り、3F輸血センターへ
向かう

４．3F輸血センター内の在庫保管用保冷庫（RBCの場合は冷蔵庫、FFPとクリオ
プレシピテートの場合は冷凍庫）から輸血依頼伝票に記載されている輸血型
の③血液製剤を必要な単位数を持ち出す（クリオプレシピテートは例外的に
AB型の場合がある）
注 RBC例：2単位→ 1バッグ、4単位→ 2バッグ、10単位→ 5バッグ

FFP例：240ml→ 1バッグ、480ml → 2バッグ、1200ml → 5バッグ
クリオプレシピテート例：12単位→ かごに入っている3バッグ

３．製剤種が赤血球液(RBC)、新鮮凍結血漿(FFP)、クリオプレシ ピテートの
いずれかであることを確認する（自己血の場合は輸血搬送製剤④へ）

注 同時に赤キャップの採血検体を渡される場合もある
FFPとクリオプレシピテートの時は黄色採血検体はない

在庫保管用冷蔵庫
内のRBC

在庫保管用冷凍庫内の
FFPとクリオプレシピテート3F輸血センター内保冷庫

在庫保管用冷凍庫

在庫保管用冷蔵庫
クリオプレシピテートのかごは右端
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６．2F緊急検査室へ搬送する

７．緊急検査室の担当者に①輸血依頼伝票と②患者採血検体と③血液製
剤を渡し、内容を確認する

８．FFPとクリオプレシピテートの場合は、すぐに準備が整うので、その場で待
機する。RBCの場合は検査をする必要があるので、一端、控室へ戻る。その
後、再度、臨床検査技師から連絡を受け2F緊急検査室へ向う

５．血液製剤を搬送専用バックに入れる

注 異なる製剤種を同じ搬送用バックにいれては
いけない。
必ず、別々の搬送専用バックにいれること。

９．臨床検査技師から血液製剤と輸血出庫伝票を受け取る。

１０．搬送専用バックに血液製剤を入れ、臨床検査技師からの指示を受け、
手術部や該当病棟、もしくは診療部門へ向かう

１１．搬送先で血液製剤と輸血出庫伝票を医師または看護師へ渡す

１２．搬送専用バックを3F輸血センターの所定の位置へ戻し、終了
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２．入り口を入って正面にある振盪器の中にある血小板製剤と輸
血出庫伝票の患者名とID番号を確認する

１．臨床検査技師から連絡を受け、3F輸血センター向かう

注 似た名前があるので、必ずID番号も確認する

３．血小板製剤と輸血出庫伝票を取り出し、搬送専用バックに入
れ、2F緊急検査室へ向かう

Ⅱ．血小板製剤（PC）の搬送

４．臨床検査技師からの指示を受け、手術部や該当病棟、もしく
は診療部門へ向かう

５．搬送先で血小板製剤と輸血出庫伝票を医師または看護師
へ渡す

６．搬送専用バックを3F輸血センターの所定の位置へ戻し、終了

 



- ７８ -  

Ⅲ．アルブミン製剤の搬送

１．医師、看護師、臨床検査技師から連絡を受け、手術部や該当病棟、もし
くは診療部門へ向かう

２．医師、看護師から輸血依頼伝票を受け取り、3F輸血センターへ向かう

３．3F輸血センター内のアルブミン保管棚から
輸血依頼伝票に記載されている該当種アル
ブミン製剤を必要な本数を持ち出す

５．緊急検査室の担当者に①輸血依頼伝票と②アルブミン製剤を渡し、内容
を確認する

６．すぐに準備が整うので、その場で待機する。

４．アルブミン製剤を搬送専用バックに入れ、2F緊急検査室へ搬送する

７．臨床検査技師からアルブミン製剤と輸血出庫伝票を受け取る。

８．搬送専用バックにアルブミン製剤を入れ、臨床検査技師からの指示を受け、
手術部や該当病棟、もしくは診療部門へ向かう

９．搬送先でアルブミン製剤と輸血出庫伝票を医師または看護師へ渡す

１０．搬送専用バックを3F輸血センターの所定の位置へ戻し、終了
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Ⅳ．ICUへのアルブミン製剤の補充

１．臨床検査技師から連絡を受け、 3F輸血センターへ向かう

２．3F輸血センター内のアルブミン保管棚の最上段左にある補充用アルブミン
製剤を確認する

３．臨床検査技師に指示された本数のアルブミン製剤を持ち出す

４．アルブミン製剤を持ち出す際、「補充した場合はこのカードを裏返にしてく
ださい！」と記載されたカードを裏返にする

５．アルブミン製剤を搬送専用バックに入れ、ICUへ搬送する

６．アルブミン製剤を看護師へ渡す

７．搬送専用バックを3F輸血センターの所定の位置へ戻し、終了
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１．搬送依頼者の名前と所在及び連絡先を必ず復唱し、確認
すること。

業務での注意点

２．血液製剤やアルブミン製剤を持ち出す時、単位数とバッグ数、
および本数を勘違いしていないか必ず確認すること。

３．血液製剤やアルブミン製剤は必ず搬送専用バックに入れる
こと。

４．血液製剤やアルブミン製剤は必ず手渡しすること。

○搬送に関する問い合わせは
緊急検査当直者 （ＰＨＳ ８２６９）まで

２０１２年３月２０日作成 第１版
２０１９年１月３１日作成 第２版

時間外の血液製剤・検体搬送業務マニュアル
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（８）死亡事例情報提供書 

 平成２８年１月１４日より死亡診断書と供に、死亡事例情報提供書がおりてきます。 

翌営業日に医療支援課に渡して下さい。 
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（９）捜査関係事項照会書の受領について 
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（１０）事前新患登録について 

 時間外に緊急転医搬送等で、事前新患登録が必要な場合、事務当直室で受付します。 

 患者の誤登録、二重登録に十分注意して登録して下さい。 
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（１１）腎泌尿器外科及び皮膚科救急患者受入れ体制 
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（１２）健児登録について 
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